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１．エシカル消費普及啓発講演会を開催します 

２．多重債務者無料相談会を開催します 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

１ エシカル消費普及啓発講演会を開催します 

 県民の皆様に、人や社会・地域・環境に配慮した消費行動「エシカル消費」を知って、学ん

でいただくために、講演会『エシカルな暮らし～買い物で私たちの未来を救うために～』を開

催いたします！ご興味のある方は、ぜひご参加ください。 

 ○日時：令和 5年 12月 14日（木）14:00～16:00 

 ○会場：茨城県水戸合同庁舎２階大会議室（水戸市柵町 1－3－1） 

 ○参加費：無料 

 〇定員：60名 （定員に達し次第受付を終了します） 

 ○申込方法：下記 URL（Google フォーム）よりお申込み下さい。 

URL： https://onl.sc/EHNSF5G 

 ○お問合せ：県生活文化課生活グループ  電話：029－301-2829 

 ※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。 

ＨＰ「いばらき消費生活なび」特設ページ 

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/syose/navi/admin/r5ethical-

kouennkai.html 

ＨＰ「エシカルいばらき│地球にやさしい消費行動」トピックス 

https://www.ethical-ibaraki.com/index.php?QBlog-20231026-1 
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２ 多重債務者無料相談会を開催します 

 県では、借金の返済でお困りの方のための法律相談会を下記のとおり開催します。 

 相談は、一人 40 分程度で予約制となります。相談を希望される方はお電話にてご予約くだ

さい。 

 ○開催日時・会場 

12月 5日（火） 13：00～17：00 古河市役所古河庁舎 

12月 6日（水） 13：00～17：00 日立シビックセンター 

12月 7日（木） 16：00～20：00 茨城県水戸合同庁舎 



○お申し込み：県生活文化課生活グループ  電話：029－301-2829 

○詳しくはこちら（ＨＰ「いばらき消費生活なび」） 

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/syose/navi/admin/debt/r5tazyuusaimu.html 
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※当メールマガジンの配信を停止したい場合は、ホームページ「いばらき消費生活なび」より

配信停止の手続きを行ってください。 

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/syose/navi/project/mail-magazine.html 

このメールに心当たりのない場合やご不明な点がある場合は、お手数ですが

mail:syose@pref.ibaraki.lg.jp までご連絡ください。 
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【お問合せ先】 

発行・編集 茨城県消費生活センター 

〒310-0802 茨城県水戸市柵町 1 丁目 3 番 1 号 

TEL：029-224-4722 

FAX：029-226-9156 
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